
                      　 裁判所及び裁判官に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。 ただし ， 争い

がある 場合は判例によ る 。

１ ． 憲法は特別裁判所の設置を禁止し ている ため， 裁判所の裁判の前審と し て行政機

関が裁判を行う こ と はでき ない。

２ ． 憲法は刑事裁判の基本的な担い手と し て職業裁判官を想定し ている が， 適正な刑

事裁判を実現する ための諸原則が確保さ れていれば， 裁判員制度のよ う な国民の

司法参加は憲法上禁止さ れる も のではない。

３ ． 司法権の独立の要請から ， 裁判官は一般職の公務員よ り も 強い身分保障が要求さ

れており ， 下級裁判所の裁判官には憲法上， 任期は定めら れていない。

４ ． 裁判官は司法権の独立に照ら し 中立・ 公正な立場で職務を行う 必要がある が， 職

務を離れた私人と し ての行動であれば， 裁判官の政治運動が禁じ ら れる こ と はな

い。

５ ． 最高裁判所裁判官の国民審査の制度は解職制度である が， 積極的に罷免を可と す

る 投票以外の票を罷免を可と し ない票と し て扱う こ と は， 投票者の意思に反する

結果と なり ， 許さ れない。

大学卒業程度（警察事務　専門試験）　３問

正答　２　



                      　 国家賠償法における 損害賠償責任に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。

ただし ， 争いがある 場合は判例によ る 。

１ ． 国等の公権力の行使に当たる 公務員の不法行為によ る 被害者は， その損害賠償責

任を， 国等のみなら ず， 当該公務員個人にも 問う こ と ができ る 。

２ ． 国等が公権力の行使に当たる 公務員の不法行為に基づく 損害賠償責任を負った場

合， 当該公務員に故意があったと き でも ， 国等は当該公務員に対し て求償する こ

と はでき ない。

３ ． 国等の公権力の行使に当たる 公務員の不法行為に基づく 損害賠償責任について，

当該公務員の選任・ 監督に当たる 者と その俸給， 給与等の費用を負担する 者と が

異なる 場合， 費用負担者は損害賠償責任を負う こ と はない。

４ ． 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく 国等の損害賠償責任が成立する ためには，

当該営造物の設置管理を行う 者の過失の存在が要件と さ れている 。

５ ． 国等が公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく 損害賠償責任を負った場合， 損害の

原因について他に責任を負う べき 者がある と き は， 国等はその者に対し て求償す

る こ と ができ る 。

正答　５　



                      　 世界経済及び新興国・ 発展途上国経済に関する 次の記述ア～エのう ちには妥

当なも のが二つある 。 それら はど れか。

ア．２０２５ 年１ 月時点の IMF の「 世界経済見通し 」 によ る と ，２０２３ 年から  ２０２６ 年ま での

実質経済成長率は， 先進国よ り も 新興国・ 発展途上国の方が低く ， 国・ 地域別に見

る と ， ユーロ 圏の成長率は先進国全体の成長率を上回っており ， イ ンド の成長率は

新興国・ 発展途上国全体の成長率を下回っている 。

イ ． ロ シアによ る ウ ク ラ イ ナ侵略など を 背景に，２０２２ 年以降は世界的なイ ン フ レ の高

進が生じ た。２０２５ 年１ 月時点の IMF の「 世界経済見通し 」 によ る と ，２０２３ 年から

２０２６ 年ま での消費者物価上昇率は， 先進国よ り も 新興国・ 発展途上国の方が高い。

ウ ．２０００ 年から  ２０２２ 年ま でのイ ンド の産業別付加価値比率を「 農林水産業」，「 製造業」，

「 サービ ス 業」 について 見る と ，「 サービ ス 業」 は上昇傾向にあ る 一方で，「 製造

業」 は伸び悩んでおり ， イ ンド 政府は製造業の振興を図っている 。

エ．２０２１ 年における 主要国のアフ リ カへの直接投資残高を 見る と ， イ ギリ ス が最大で

あ り ， 次いで日本が大き く ， 日本は中国の １０ 倍程度である 。 その背景と し て， 日

本企業の海外現地法人の収益性（ 当期純利益率） が， アジアよ り も アフ リ カの方が

高いこ と が挙げら れる 。

１ ． ア， イ

２ ． ア， ウ

３ ． ア， エ

４ ． イ ， ウ

５ ． イ ， エ

正答　４　


